
   

千葉県がんセンター食堂及び売店運営事業者募集について 

 

 千葉県がんセンターにおける食堂及び売店の運営事業者を募集しますので、希望がある

場合は次により申込みを行ってください。 

 

  平成２１年１１月２７日 

 

                   千葉県がんセンター長 中川原 章 

 

１ 趣旨 

  当センターにおける食堂及び売店運営について、センター利用者に対するサービス向

上及び職員の福利厚生の充実を図ることを目的として、運営事業者を募集し、応募に係る

必要事項を定めたものである。 

 

２ 参加手続き 

①  募集要領の配布 

   平成２１年１１月２７日（金）から平成２１年１２月７日（月）まで下記にて配

布する。午前９時から午後５時まで（土・日曜日を除く） 

  〒２６０－８７１７ 

   千葉市中央区仁戸名町６６６番地２ 

    千葉県がんセンター事務局管理課  

 

②  申請書・企画提案書の提出 

 希望業者は、配布された募集要領に基づき、平成２１年１２月２１日（月）午後５時

までに事務局管理課（①と同じ）に、９部提出すること。 

     

③  業者の決定方法 

 上記②にて提出された申請書類に基づき、書類選考を行い（一次選考）、その後ヒアリ

ング（２次選考）にて業者を決定する。（詳細は募集要領参照） 

 

３ 申請に必要な資格に関する事項 

  必要な資格に関しては以下のとおり。 

（１）募集の内容を理解し、出店に意欲があり、良質な飲食品を低廉な価格で提供できる

能力を有する者であること。 

（２）現在、県内において、同様の店舗又は事務所を有し、３年以上の食堂等飲食に関す

る営業実績を有する者であること。 

（３）食堂営業にあたり、栄養士の資格を有する者に献立を担当させ、少なくとも１名は

調理師の資格を有する者に調理させることができる者であること。 

（４）地方自治法施行令（昭和22 年政令第16 号）第167条の４の規定に該当しない者であ

ること。 

（５）千葉県物品等入札参加資格（委託）において、ＡあるいはＢの等級に格付けされて

いる者であること。 

（６）募集公告の日から事業者の決定の日までの間に、千葉県物品等指名競争入札参加資



格者指名停止等基準（昭和57年12月1日制定）に基づく指名停止を受けている日が含まれて

いないこと。 

（７）募集公告の日から事業者の決定の日までの間に、会社更生法（平成14年法律第154

号）の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法（平成11年法律第225 

号）の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。 

（８）食品衛生法に基づく営業の禁止命令、停止命令又は改善命令の行政処分を各３か年

受けていないこと。 

 

４ 問い合わせ先 

 〒 ２６０－８７１７ 

 千葉市中央区仁戸名町６６６番地２ 千葉県がんセンター事務局管理課 高津 

 電話 ０４３（２６４）５４３１ 内線２１３１ 

 

５ その他 

  その他の詳細な事項については、募集要領に記載のとおり。 

 

 


